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市町村への支援（国・県）

【国】指定地域共同活動団体に対する設立・運営支援等に要する経費について、地域運営
組織と同様の地方交付税措置（算定対象に追加）を講じる。

【県】市町村が、共助の仕組みを支える主体間の連携を促進し、それぞれの強みを活かした
活動を行っていくプラットフォームを構築し、その活動を下支えすることを支援する。

①地域運営組織の形成支援（ワークショップ開催等）
地域の活動主体が指定地域共同活動団体となるために必要な組織形成への支援に要する経費

→特別交付税措置（措置率0.5・財政力補正あり）
②地域運営組織の運営や事業活動（住民共助による見守り・交流の場や居場所づくり等）の支援
指定地域共同活動団体の活動への支援等に要する経費

→普通交付税算定額を上回る経費について特別交付税措置（措置率0.5・財政力補正あり）

【国支援】地方財政措置［市町村］の拡充内容（赤字が追加）

市町村が行う、地域の主体間の連携促進に向けた支援に当たり、助言などを行う有識者等のア
ドバイザーの派遣費用を負担

【県支援】地域共同活動推進市町村支援事業（令和７年度新規）

➢ 人口減少が進行する中で今後も地域運営を持続可能なものとするため、各市町村において、
地域の多様な主体の連携・協働を推進するための枠組み（プラットフォーム）の構築や
その支援を通じて、住民の共助を支える取組が求められる。



地域共同活動推進市町村支援事業
～地域自治協議会等の設立などの支援を行うアドバイザーの派遣費用を負担～

１ 目的
市町村が、地域における共助の仕組みを支える主体間の連携を促進し、それぞれの強みを活

かした活動を行っていくプラットフォームを構築し、その活動を下支えすることを支援する。
もって、今後2040年頃にかけて生じる変化によって地域社会が、様々な資源制約に直面し、

住民ニーズや地域の課題が複雑化・多様化していく中においても、住民が快適で安心な暮らし
を営んでいくことができるようにする。

２ 事業内容
市町村が行う、地域の主体間の連携促進に向けた支援に当たり、助言などを行う有識者等

のアドバイザーの派遣費用を県が負担

テーマ：自治会とその他の地域団体等の連携の促進
（地域自治協議会、地域共同活動団体等）

例：住民向けワークショップでの講師やファシリテーター、設立準備に係る助言、
市町村職員勉強会の講師 等

持続可能な地域コミュニティの運営を目指す

例えば、安全安心な地域づくり、子どもの居場所づくりや高齢者福祉など、様々な活動を行
う団体が参加して、住民同士の助け合い、支え合いを通じて、地域運営を持続可能なものとす
る連携協働の枠組みづくり。
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